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下
水
道
編
９>

公
共
下
水
道
へ
の
早
期
接
続
の
お
願
い

シ
リ
ー
ズ 

精
華
町
の
上
下
水
道
⑩

本
町
の
下
水
道
整
備
も
普
及
率
99
・
１
％
（
平

成
30
年
度
末
）
ま
で
進
み
、
整
備
は
ほ
ぼ
終
盤

に
差
し
掛
か
っ
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
お
住
い

の
住
環
境
維
持
・
向
上
に
つ
な
が
る
持
続
性
あ

る
公
共
下
水
道
事
業
を
確
保
す
る
た
め
に
、
昭

和
63
年
に
制
定
し
た
下
水
道
使
用
料
の
改
定
を

初
め
て
行
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
下
水
道
整
備
が

完
了
し
た
区
域
に
お
け
る
公
共
下
水
道
の
早
期

接
続
・
使
用
が
本
町
公
共
下
水
道
事
業
を
支
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
改
造
・
接
続
が
済
ん

で
い
な
い
方
は
早
期
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
本
町
で
は
、
下
水
道
整
備
工
事
を
進
め
て
お

り
、
整
備
の
終
わ
っ
た
区
域
は
、
随
時
供
用
開

始
手
続
き
を
取
っ
て
い
ま
す
。
供
用
開
始
手
続

き
が
完
了
し
た
区
域
か
ら
下
水
道
を
使
う
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
下
の
よ
う
な
住
環
境
の
改
善

を
図
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
早
め
に

　
下
水
道
整
備
が
完
了
し
た
区
域
か
ら
順
次
下

水
道
の
接
続
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
下
水

道
法
で
は
３
年
以
内
に
改
造
・
接
続
を
す
る
よ

う
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
日
も
早
い
接
続
を

お
願
し
ま
す
。
お
住
ま
い
の
区
域
が
、
公
共
下

水
道
を
使
え
る
か
ど
う
か
は
上
下
水
道
課
に
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

ｑ
経
理
営
業
課
ｔ
94

－

２
０
４
９

　
上
下
水
道
課
ｔ
95

－

１
９
１
２

機
関
や
施
設
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、

予
約
の
う
え
、
健
康
保
険
証
を
持
参
し
て

予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
・�

京
都
府
・
奈
良
県
の
医
療
機
関
の
場
合

は
、
接
種
に
必
要
な
予
診
票
を
健
康
推
進

課
（
２
階
）
の
窓
口
で
即
日
発
行
し
ま
す

の
で
、
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　�

た
だ
し
、
一
部
の
医
療
機
関
で
は
、
即
日
発

行
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
急
ぎ
の
方
は
、
事
前
に
健
康
推
進
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
・�

他
府
県
（
奈
良
県
を
除
く
）
の
医
療
機
関

の
場
合
は
、
接
種
費
用
の
助
成
を
受
け
る
た

め
に
は
、
必
ず
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

　
・�

町
外
施
設
の
場
合
は
、
一
部
の
施
設
を
除

き
接
種
費
用
の
助
成
を
受
け
る
た
め
に
、

必
ず
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　�

申
請
書
【
注
】
や
印
鑑
を
健
康
推
進
課
の
窓

口
ま
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
60
～
64
歳
の

方
は
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
障
害
の
程
度

を
確
認
で
き
る
書
類
も
必
要
で
す
。
郵
送
で

申
請
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
返
信
用
封
筒
（
82
円
切
手
を
貼
付

し
、
返
信
の
宛
て
先
を
記
入
）
を
同
封
の

上
、
健
康
推
進
課
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
必
要
書
類
を
返
送
し
ま
す
。

▼
注
意
事
項

　�

他
府
県
（
奈
良
県
を
除
く
）
の
医
療
機
関
や

町
外
施
設
で
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
必

要
書
類
を
郵
送
す
る
ま
で
に
申
請
書
受
理
日

か
ら
起
算
し
て
10
日
ほ
ど
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
注
】
健
康
推
進
課
の
窓
口
の
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

ｑ 

健
康
推
進
課
保
健
予
防
係
ｔ
95

－

１
９
０
５

　
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
費
用
助
成

は
、
原
則
65
歳
の
方
で
、
令
和
元
年
度
～
令
和

５
年
度
の
５
年
間
に
限
り
、
そ
の
年
度
中
に
65

歳
～
１
０
０
歳
ま
で
の
５
歳
き
ざ
み
の
方
（
令

和
元
年
度
の
み
、
１
０
１
歳
以
上
の
方
も
対

象
）
へ
行
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
一
度
も
接
種
し
た
こ
と
の
な
い
65

歳
以
上
の
方
に
は
、
対
象
年
齢
と
な
る
年
度
に

案
内
を
送
付
し
ま
す
。
な
お
、
助
成
は
１
回
限

り
で
す
（
本
年
度
に
対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て

は
４
月
下
旬
に
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
）。

▼
対
象
者

　
◆
本
年
度
、
次
の
年
齢
に
な
る
方

　
・�

65
歳
（
昭
和
29
年
４
月
２
日
～
30
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

70
歳
（
昭
和
24
年
４
月
２
日
～
25
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

75
歳
（
昭
和
19
年
４
月
２
日
～
20
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

80
歳
（
昭
和
14
年
４
月
２
日
～
15
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

85
歳
（
昭
和
９
年
４
月
２
日
～
10
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

90
歳
（
昭
和
４
年
４
月
２
日
～
５
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

95
歳
（
大
正
13
年
４
月
２
日
～
14
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）

　
・�

１
０
０
歳
（
大
正
８
年
４
月
２
日
～
９
年

４
月
１
日
生
ま
れ
）

　
・�

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
８
年
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
の
方
）

　
◆�

接
種
日
現
在
60
～
64
歳
で
、
心
臓
、
腎

臓
、
呼
吸
器
の
機
能
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
が
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
相
当
の
方

　
※�

対
象
者
の
う
ち
、
過
去
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
（
ワ
ク
チ
ン
名
は
「
ニ
ュ
ー
モ
バ
ッ

ク
ス
」）
を
接
種
し
た
方
は
対
象
外
で
す
。

▼
費
用

　�

２
５
０
０
円
（
生
活
保
護
世
帯
の
方
は
、
事

前
に
申
請
を
す
れ
ば
無
料
）

▼
接
種
方
法

　
※�

接
種
を
希
望
す
る
医
療
機
関
や
施
設
に

よ
っ
て
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

　
・�

町
内
実
施
医
療
機
関
（
左
記
）
や
町
内
施

設
、
木
津
川
市
指
定
医
療
機
関
の
場
合
。

接
種
に
必
要
な
予
診
票
は
、
各
実
施
医
療

　
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の

費
用
助
成
　

町内で接種を受けられる医療機関

医療機関名
（50音順） 電話番号 所在地

天野医院 95－9500 下狛河原田45番地３

おく内科医院 72－7023 桜が丘三丁目２番地１エスペローマ高の原ウエスト１番館
学研都市病院 98－2123 精華台七丁目４番地１

岸田内科医院 95－1771 精華台二丁目17番地10

コマダ診療所 93－1787 菱田宮川原10番地

島谷クリニック 66－1850 桜が丘四丁目25番地４

下里医院 72－1212 山田下川原22番地２

精華町国保病院 94－2076 祝園砂子田７番地

平田内科医院 95－3400 光台七丁目14番地３

藤木医院 94－2006 祝園西一丁目24番地15

藤村医院 94－5770 祝園砂子田２番地１

古田診療所 93－2216 祝園門田８番地
山田内科
クリニック 98－3660 精華台二丁目10番地94

芳川医院 71－0014 桜が丘三丁目24番地７

※診療時間などは、医療機関にお問い合わせください。
下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

⑥完了検査 ⑤工事の施工 ④ 書類提出・審査 
（上下水道課）

③ 工事の依頼 
（契約）　

② 指定工事店を 
選ぶ

① 改造計画を 
立てる

下水道排水設備工事の手続きは次の流れで行います

◦ くみ取り式便所は供用開始日から３年以内に改造が必要です。 
  （下水道法第11条の３）

◦ 単独浄化槽並びに合併浄化槽の水洗式便所は遅滞なく（おおむね１年）
改造が必要です。 （下水道法第10条）

・ 溝や川の水がきれいになり
ます。

・ 伝染病のもとになる蚊やハエが
発生しにくくなります。

・ 不快な臭いがしなくなり、清潔
で快適な生活をおくっていただ
けます。

下水道接続工事をすると…

89 AugustAugust

催事・募集

暮らし・税

年金・保険

福祉・介護

環境・美化

教育・子育て

文化・学習

スポーツ

そのほか

防犯・防災

健康・医療


